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■国土交通省
◇主要項目以外の項目〔国土交通省主管〕
・自動車関係諸税の課税のあり方の検討（自動車重

量税・自動車税等）
・自動車重量税のクレジットカード納付制度の創設

（自動車重量税）
◇主要項目以外の項目〔他省庁主管等〕
・公共の危害防止のために設置された施設又は設備

に係る特例措置の延長（固定資産税）
■環境省
◇税制全体のグリーン化の推進
　カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用
いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーシ
ョン、投資促進につながるよう、成長に資するもの
について躊躇なく取り組む。
　国際的に、民間主導でのクレジット売買市場の拡
大の動きが加速化していることも踏まえて、我が国
における炭素削減価値が取引できる市場（クレジッ
ト市場）の厚みが増すような具体策を講じて、気候
変動対策を先駆的に行う企業のニーズに早急に答え
ていく。
　具体的には、足下で、Ｊクレジットや非化石証書
などの炭素削減価値を有するクレジットに対する企
業ニーズが高まっている情勢に鑑み、まずは、これ
らのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的か
つ市場ベースでのカーボンプライシングを促進する。
　その上で、炭素税や排出量取引については、負担
の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果
両面で投資の促進につながり、成長に資する制度設
計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進め
る。その際、現下の経済情勢や代替手段の有無等、
国際的な動向や我が国の事情、先行する自治体の取
組、産業の国際競争力への影響等を踏まえるものと
する。
　加えて、我が国は、自由貿易の旗手としての指導
力を存分に発揮しつつ、これと温暖化対策を両立す

022年度（令和４年度）予算概算要求に伴
う関係３省の税制改正要望が出揃った。自動

車関係の2022年度税制改正は、拡充や延長案件が
少ない年に当たる。このため経済産業省では、昨年
12月に決定した2021年度税制改正大綱の「検討
事項」を踏まえ、自動車関係諸税の中長期的な課税
のあり方について「検討を行う」して「議論の年」
と位置付ける。国土交通省も経産省と同様に自動車
関係諸税の課税のあり方を検討するほか、「自動車
重量税のクレジットカード納付制度の創設」を要望
しているものの、重点要望として挙げている項目は
ない。環境省では、カーボンニュートラルに向けた
カーボンプライシングを含むポリシーミックスを推
進するとの基本的考えや、引き続き「揮発油税等に
ついて、グリーン化の観点から『当分の間税率』を
維持」との方針を掲げている。
　関係省の2022年度税制改正要望（自動車関係項目
の抜粋）は次の通り。
■経済産業省
◇自動車関係諸税の課税のあり方の検討（自動車重

量税・自動車税・軽自動車税）
　令和３年度与党税制改正大綱等を踏まえ、自動車
関係諸税について、カーボンニュートラル実現に積
極的に貢献するものとするとともに、自動運転をは
じめとする技術革新の必要性や保有から利用への変
化、モビリティの多様化を受けた利用者の広がり等
の自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえつ
つ、受益と負担の関係も含め、その課税のあり方に
ついて検討を行う。＝５ページの「自動車関係諸税
（車体課税）の論点」参照
◇公共の危害防止のために設置された施設又は設備
に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）

・事業者の公害防止対策に対する取組の促進を図る
ため、事業者が設置する公害防止施設に係る固定資
産税の軽減措置について、適用期限の延長（２年間）
を図る。

2



─ 5 ─

2021年９月15日(第935号) 自動車会議所ニュース

　平成24年10月から施行されている「地球温暖化対
策のための税」を着実に実施し、省エネルギー対策、
再生可能エネルギー対策、化石燃料のクリーン化・
効率化などのエネルギー起源二酸化炭素排出抑制の
諸施策に充当する。また、揮発油税等について、グ
リーン化の観点から「当分の間税率」を維持し、そ
の税収を地球温暖化対策等に優先的に充当する。
（自動車環境対策）
　地球温暖化対策・公害対策の一層の推進、汚染者
負担の性格を踏まえた公害健康被害者補償のための
安定財源確保の観点から、車体課税の一層のグリー
ン化を推進する。
◇公共の危害防止のために設置された施設又は設備
（廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設）に係る
課税標準の特例措置【延長】（固定資産税）

〇公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準に関
し、

　・ごみ処理施設、石綿含有産業廃棄物等処理施設
については１／２

　・一般廃棄物の最終処分場については２／３
　・PCB廃棄物等処理施設については１／３
　・汚水・廃液処理施設については１／２を参酌し

て１／３以上２／３以下の範囲内において市町
村の条例で定める割合

　とする特例措置について、適用期限を２年間延長。
（日本自動車会議所まとめ）

る公正な国際ルールづくりを主導する。その際、炭
素国境調整措置に関する我が国としての基本的考え
方を整理した上で、ＥＵ等の議論の動向にも注視し、
戦略的に対応する。
　第５次環境基本計画（平成30年４月17日閣議決定）
に基づき、企業や国民一人一人を含む多様な主体の
行動に環境配慮を織り込み、環境保全のための行動
を一層促進するために、以下のとおり、幅広い環境
分野において税制全体のグリーン化を推進する。
（地球温暖化対策）
○カーボンニュートラルに向けたカーボンプライシ
ングを含むポリシーミックスの推進

　カーボンプライシングについては、産業競争力の
強化やイノベーション、投資促進につながるよう、
成長に資するものについて躊躇なく取り組むことと
している。このため、政府において、成長戦略実行
計画（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえつつ、
ポリシーミックスの中で、年内に一定の方向性の取
りまとめをすべく、そのあり方について検討過程で
あるところ、現下の経済情勢や代替手段の有無等、
国際的な動向や我が国の事情、先行する自治体の取
組、産業の国際競争力への影響、脱炭素化に向けた
イノベーション支援等を含めて専門的・技術的な議
論を着実に進め、その成果を踏まえたカーボンプラ
イシングについての対応を行う。
○税制全体のグリーン化


